
 

市町村振興資金貸付金の概要 
 
１ 目的   神奈川県市町村振興資金貸付金は、市町村及び一部事務組合が住民福祉の維持向上を図るとと

もに、活力と魅力あふれる地域社会を形成するために実施する公共施設等の整備事業等に対し、
予算の範囲内で資金を貸し付けることを目的としている。 

 
２ 対象市町村  市町村（政令市を除き、一部事務組合及び広域連合を含む） 
 
３ 貸付対象事業 

事業名 貸付対象事業及び団体 

 
広域連携事業 

 

権限移譲型広域連携事業 
県からの権限移譲に関し､２以上の市町村がそれぞれ財源負担を
した上で相互に連携して行う公共施設等の整備事業等 

固有型広域連携事業 
２以上の市町村が、それぞれ財源負担をした上で相互に連携して
行う公共施設等の整備事業等（市町村が、国又は県と連携して行
う公共施設等の整備事業等を含む。） 

市町村提案型全県モデル事業 
市町村自治基盤強化総合補助金における市町村提案型全県モデル
事業に採択された公共施設等の整備事業等 

公共施設等整備事業等 地方債の同意等を受けることができる施設整備事業 

その他事業 

借
換
事
業 

市町村振興資金貸付金
からの借換 

公債費負担の軽減が一定以上図られる市町村 
（平成20年度から当分の間、休止） 

地方債からの借換 公債費負担の軽減が一定以上図られる市町村 

土地開発公社経営健全化計画等 
に基づく土地取得等事業 

土地開発公社経営健全化計画の指定を受けた団体及び土地開発公
社経営健全化計画に準ずる計画を策定する団体の実施する土地取
得等事業 

 

４ 貸付条件 
① 利率 ○権限移譲型広域連携事業・市町村提案型全県モデル事業 財政融資資金利率×2/3(上限2.0％) 

○固有型広域連携事業 財政融資資金利率×5/6(上限2.5％) 
○上記以外 財政融資資金利率               ＊いずれも、下限利率は0.01％  

② 償還(据置)期間  原則として５年(据置１年以内)～40年（据置５年以内) 
 
５ 充当可能額 
① 地方債相当部分： 市町村負担額 × 該当の地方債充当率(％) 
② 地方債充当残部分： （市町村負担額 － 上記①(理論値)）× 該当の地方債充当率(％)（※） 

（※）一部事務組合の実施事業、広域連携事業、市町村提案型全県モデル事業及び土地開発公社経営健
全化計画等に基づく土地取得等事業は90％ 

 
６ 限度額  １団体あたり10億円 但し、借換事業は別に定める。なお、権限移譲型広域連携事業、市町村 

提案型全県モデル事業及び固有型広域連携事業は限度額加算あり。 
権限移譲型広域連携事業、市町村提案型全権モデル事業：1.5億円  
固有型広域連携事業（当該事業のみで貸付額が10億円を超える場合）：最大５億円 

 

７ 予算額  令和８年度当初予算額 59億円 


